
は
じ
め
に

本
稿
に
お
い
て
も
、
今
月
号
の

｢特
集
｣
(｢路
上
放
置

車
両
の
現
状
に
つ
い
て
｣
)
の
流
れ
に
沿
う
形
で
、
路
上

障
害
物
に
係
る
事
例
を
取
り
上
げ
る
。
｢特
集
｣
に
掲
げ

た
事
例
で
紹
介
し
た
と
お
り
、
路
上
障
害
物
に
起
因
す
る

事
故
に
関
し
道
路
の
管
理
瑕
疵
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
に

つ
い
て
、
裁
判
所
の
考
え
方
は
、
当
該
道
路
の
構
造
、
用

法
、
場
所
的
環
境
及
び
利
用
実
態
等
の
総
合
勘
案
と
い
う

管
理
瑕
疵
に
係
る
判
断
基
準
の
下
、
障
害
物
判
例
で
は
、

と
り
わ
け
、
当
該
路
上
障
害
物
が
道
路
管
理
者
に
よ
る
巡

回
等
に
お
い
て
発
見
さ
れ
て
い
た
か
否
か
、
仮
に
発
見
し

て
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
を
除
去
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ

っ
た
か
否
か

(時
間
的
切
迫
性
の
有
無
●
が
主
と
し
て
問

わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
見
ら
れ
る
。
本
事
例
で
は
、

そ
の
障
害
物
の
道
路
上
の
存
在
自
体
が
大
き
な
争
点
と
な
っ

た
事
例
で
あ
る
。

一
事
案
の
概
要

被
害
者
は
、
昭
和
五
五
年
二
月
二
二
日
午
前
一
時
一
〇

分
頃
、
大
型
貨
物
自
動
車
を
運
転
し
、
一
般
国
道
一
八
号

の
新
潟
県
上
越
市
薄
袋
付
近

(以
下
｢本
件
事
故
現
場
道

路
｣
と
い
う
。)
の
下
り
車
線
を
走
行
中
、
先
行
車
両
が

ダ
ブ
ル
タ
イ
ヤ
に
挟
み
込
ん
だ
石

(重
さ
七
糖
、
長
さ
二

三
皿
、
幅

一
七
m
、
厚
さ
一
四
凹

(以
下

｢本
件
石
｣

と
い
う
。)
を
跳
ね
上
げ
た
た
め
、
こ
れ
が
被
害
者
の
車

両
の
フ
ロ
ン
ト
ガ
ラ
ス
を
被
っ
て
車
内
に
進
入
し
て
頭
部

を
直
撃
し
即
死
し
た
。

二

争
点

先
行
車
両
が
本
件
事
故
現
場
道
路
を
通
過
す
る
前
に
道

路
上
に
本
件
石
が
放
置
さ
れ
て
い
た
か
。

三

判
決

主
文

り

本
件
上
告
を
棄
却
す
る
。

の

訴
訟
費
用
は
原
告
ら
の
負
担
と
す
る
。

四

理
由

1

争
点

(本
件
石
は
放
置
さ
れ
て
い
た
か
)
に
つ
い
て

の
ま
ず
、
本
件
道
路
の
状
況
を
み
る
と
、
本
件
事

故
現
場
道
路
は
、
国
道

一
人
号
の
う
ち
上
越
市
市

役
所
前
交
差
点
か
ら
北
方
約
三
〇
0
m
の
付
近
に

あ
り
、
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
に
よ
っ
て
舗
装
さ
れ
、
直

線
で
見
通
し
は
良
好
で
、
沿
道
に
は
住
宅
、
事
務

所
、
商
店
等
が
立
ち
並
ん
で
市
街
地
を
形
成
し
て

い
る
。
本
件
事
故
当
時
は
、
道
路
両
側
に
雪
堤
が

あ
り
、
路
面
は
積
雪
も
な
く
平
坦
で
、
自
然
的
要

因
に
よ
る
落
石
等
の
危
険
は
全
く
な
い
こ
と
は
当

路
上
障
害
物
に
蛔
圏
す
る
事
旗
に
関
し

道
路
管
理
瑕
疵
が
否
定
さ
れ
た
事
例

ー
国
道
一
八
号
ダ
ン
プ
跳
ね
石
事
件

(東
京
地
裁
)
i

道
路
局
道
路
交
通
管
理
課

千
木
良

敦
之



事
者
間
に
争
い
が
な
く
、
原
本
の
存
在
及
び
成
立
に

く
、
跳
ね
出
し
た
石
の
ほ
と
ん
ど
が
フ
ェ
ン
ダ
ー
等

が
あ
っ
た
に
過
ぎ
な
い
こ
と
が
認
め
ら
れ
、
右
認
定

争
い
の
な
い
書
証
及
び
証
人
の
証
言
に
よ
れ
ば
、
本

の
車
体
部
分
又
は
地
面
に
衝
突
し
て
転
げ
出
し
、
空

に
反
す
る
証
拠
は
な
い
。

件
事
故
現
場
道
路
は
中
央
線
に
よ
っ
て
上
下
二
車
線

に
区
分
さ
れ
、
最
高
速
度
四
○
如
/
h
、
迫
越
し
の

た
め
の
右
側
部
分
は
み
出
し
通
行
禁
止
、
駐
車
禁
止

の
各
規
制
が
な
さ
れ
て
お
り
、
車
道
幅
員
は
約
三
一

m
で
あ
る
が
、
本
件
事
故
当
時
は
道
路
両
側
に
高
さ

約
一
･
三
m
の
雪
堤
が
あ
っ
た
た
め
、
通
行
可
能
な

幅
員
は
約
九
･
四
m
に
制
限
さ
れ
て
お
り
、
付
近
に

は
街
路
灯
等
が
な
い
た
め
夜
間
は
暗
く
、
路
面
は
ア

ス
フ
ァ
ル
ト
が
露
出
し
て
い
る
が
雪
解
け
水
が
凍
結

し
て
い
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
、
右
認
定
に
反
す
る
証

拠
は
な
い
。

②
次
に
、
走
行
中
の
ダ
ン
プ
カ
ー
が
路
面
上
の
石
を

挟
み
込
ん
で
跳
ね
飛
ば
す
可
能
性
が
あ
る
か
否
か
等

に
つ
い
て
見
る
と
、
本
件
事
故
の
原
因
を
明
ら
か
に

す
る
た
め
道
路
管
理
者
が
砂
を
満
載
し
た
七
t
ト
ラ

ッ
ク
及
び
本
件
石
と
ほ
ぼ
同
じ
重
量
･
形
状

･
性
質

の
石
を
使
用
し
て
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
舗
装
の
路
面
上
で

各
種
方
法
に
よ
る
石
の
跳
ね
飛
ば
し
等
の
実
験
を
行

っ
た
結
果
、
｢噛
み
込
み
石
の
跳
ね
飛
ば
し
実
験
｣

に
よ
れ
ば
、
石
ダ
ン
プ
ト
ラ
ッ
ク
の
後
輪
ダ
ブ
ル
タ

イ
や
に
石
を
挟
み
込
ん
だ
状
態
で
四
〇
な
い
し
六
〇

皿
/
h
で
走
行
し
た
場
合
、
三
〇
数
回
の
試
験
中
、

石
を
跳
ね
飛
ば
す
こ
と
が
あ
る
こ
と
、
そ
の
場
合
、

石
の
跳
ね
出
す
位
置
、
跳
ね
飛
ぶ
方
向
は
一
定
で
な

の
車
体
部
分
又
は
地
面
に
衝
突
し
て
転
げ
出
し
、
空

中
に
高
く
跳
ね
上
が
る
こ
と
は
少
な
い
も
の
の
、
一

回
ほ
ぼ
真
上
の
方
向
に
高
さ
約
三
m
以
上
跳
ね
上
が

っ
た
例
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
、
右
の
よ
う
に
ダ
ブ
ル

タ
イ
ャ
に
挟
み
込
ん
で
跳
ね
飛
ば
し
た
場
合
に
は
石

の
両
側
面
に
タ
イ
ヤ
痕
が
付
着
す
る
こ
と
、
一
方
、

｢踏
み
飛
ば
し
実
験
｣
に
よ
れ
ば
、
石
の
一
端
を
六

〇
踊
/
h
で
走
行
す
る
右
ダ
ン
プ
ト
ラ
ッ
ク
の
タ
イ

ヤ
で
踏
み
つ
け
た
場
合
、
五
七
回
の
試
験
中
、
石
は

斜
め
前
方
に
飛
び
出
す
が
、
飛
び
出
す
高
さ
は
ほ
と

ん
ど
一
･
二
m
以
下
で
、
一
回
だ
け
一
･
八
m
に
至

っ
た
こ
と
が
あ
る
に
留
ま
り
、
二
m
以
上
の
高
さ
ま

で
跳
ね
上
が
っ
た
例
は
な
か
っ
た
こ
と
、
右
の
よ
う

に
、
石
の
一
端
を
踏
み
つ
け
た
場
合
は
石
の
一
側
面

に
タ
イ
ヤ
痕
が
付
着
す
る
が
、
両
側
面
に
付
着
す
る

こ
と
は
な
い
こ
と
、
ま
た
、
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
舗
装
の

路
面
上
に
置
い
た
石
の
右
ダ
ン
プ
ト
ラ
ッ
ク
の
ダ
ブ

ル
タ
イ
ヤ

(複
輪
間
の
最
大
間
隙
九
･
六
七
皿
、
最

小
間
隙
四
皿
)
に
よ
る

｢噛
み
込
み
試
験
｣
の
結
果

で
は
、
四
○
蹴
/
h
の
速
度
で
噛
み
込
み
試
験
を
し

た
と
こ
ろ
困
難
で
あ
っ
た
た
め
、

一
〇
な
い
し
二
〇

如
/
h
程
度
の
速
度
に
落
し
て
三
〇
回
以
上
の
試
験

を
行
っ
た
も
の
の
ダ
ブ
ル
タ
イ
ヤ
に
挟
み
込
ん
だ
例

が
一
回
も
な
く
、
最
微
速
で
前
後
進
し
た
場
合
に
二

〇
回
以
上
の
試
験
の
う
ち
何
回
か
挟
み
込
ん
だ
こ
と

に
反
す
る
証
拠
は
な
い
。

③
以
上
の
事
実
に
よ
れ
ば
、
本
件
道
路
は
ア
ス
フ
ァ

ル
ト
舗
装
の
平
坦
な
最
高
速
度
が
四
〇
踊
/
h
に
規

制
さ
れ
た
道
路
で
、
事
故
発
生
当
時
凍
結
状
態
に
あ

り
、
か
つ
、
右
道
路
状
況
に
お
い
て
は
、
ダ
ン
プ
カ

ー
が
最
微
速
で
進
行
し
た
場
合
を
除
い
て
、
本
件
石

を
ダ
ブ
ル
タ
イ
ヤ
に
挟
み
込
む
可
能
性
は
ほ
と
ん
ど

な
い
の
み
な
ら
ず
、
仮
に
右
道
路
を
深
夜
最
微
速
で

走
行
す
る
車
両
が
あ
っ
て
、
本
件
石
を
ダ
ブ
ル
タ
イ

ヤ
に
挟
み
込
ん
だ
と
し
て
も
右
の
最
微
速
で
走
行
中

に
後
続
車
両
で
あ
る
被
害
者
の
フ
ロ
ン
ト
ガ
ラ
ス

(タ
イ
ヤ
接
地
面
か
ら
二
m
以
上
の
高
さ
)
ま
で
こ

れ
を
跳
ね
飛
ば
す
こ
と
は
あ
り
得
ず
、
ま
た
、
本
件

石
は
本
件
事
故
発
生
の
四
〇
分
前
ま
で
は
本
件
事
故

現
場
道
路
上
に
放
置
さ
れ
て
い
た
形
跡
が
な
い
こ
と

は
後
に
認
定
す
る
と
お
り
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
の

事
情
に
か
ん
が
み
る
と
、
本
件
石
が
被
害
者
の
先
行

車
両
が
本
件
事
故
現
場
道
路
を
通
過
す
る
前
右
道
路

上
に
放
置
さ
れ
て
い
た
と
は
認
め
る
こ
と
は
で
き

ず
、
か
え
っ
て
、
被
害
者
の
先
行
車
両
が
本
件
道
路

以
外
に
未
舗
装
道
路
上
を
走
行
中
に
本
件
石
を
ダ
ブ

ル
タ
イ
ヤ
に
挟
み
込
み
、
そ
の
ま
ま
事
故
現
場
ま
で

走
行
す
る
に
至
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
い
う
べ
き
で

あ
る
。
な
お
、
原
告
ら
は
、
本
件
道
路
の
よ
う
に
平

坦
な
舗
装
道
路
に
お
い
て
は
、
路
面
に
凹
凸
が
少
な



い
た
め
、
走
行
中
の
車
両
の
ダ
ブ
ル
タ
イ
ヤ
が
路
面

の
凹
凸
に
よ
っ
て
受
け
る
衝
撃
の
変
化
も
少
な
く
、

し
た
が
っ
て
ダ
ブ
ル
タ
イ
ヤ
が
石
を
挟
み
込
む
力
に

も
強
弱
の
変
化
が
少
な
い
結
果
、
ダ
ブ
ル
タ
イ
ヤ
に

挟
み
込
ま
れ
た
状
態
が
継
続
し
て
い
る
石
が
こ
れ
か

ら
外
れ
て
跳
ね
飛
ぶ
よ
う
な
決
定
的
な
契
機
に
乏
し

い
の
で
あ
る
か
ら
、
本
件
事
故
現
場
道
路
上
に
放
置

さ
れ
て
い
た
本
件
石
が
ダ
ブ
ル
タ
イ
ヤ
に
挟
み
込
ま

れ
た
一
瞬
の
の
ち
に
外
れ
て
跳
ね
飛
ん
だ
も
の
で
あ

る
と
見
る
ほ
か
は
な
い
旨
主
張
す
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
本
件
に
お
い
て
は
、
右
主
張
を
裏
付
け
る
に
足

り
る
証
拠
が
な
く
、
か
え
っ
て
、
平
坦
な
舗
装
道
路

に
お
い
て
も
、
ダ
ブ
ル
タ
イ
ヤ
に
石
を
挟
み
込
ん
だ

ま
ま
走
行
し
て
き
た
車
両
が
蛇
行
、
急
激
な
加
速
あ

る
い
は
減
速
等
を
行
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
ダ
ブ
ル
タ

イ
ヤ
が
石
を
挟
む
力
に
強
弱
の
変
化
が
生
じ
る
こ
と

、
は
見
や
す
い
道
理
で
あ
り
、
こ
れ
ら
力
の
変
化
を
契

機
と
し
て
石
が
ダ
ブ
ル
タ
イ
ヤ
か
ら
外
れ
て
跳
ね
飛

ぶ
こ
と
も
経
験
則
上
十
分
で
あ
り
得
る
と
こ
ろ
で
あ

る
か
ら
、
原
告
ら
の
右
主
張
は
に
わ
か
に
採
用
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
い
う
ほ
か
な
い
。
し
て
み

る
と
、
被
害
者
の
先
行
車
両
が
本
件
事
故
現
場
道
路

を
通
過
す
る
前
に
本
件
石
が
道
路
上
に
放
置
さ
れ
て

い
た
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
本
件
道
路
の
管
理
に
瑕

疵
が
あ
る
と
す
る
原
告
ら
の
主
張
は
、
そ
の
前
提
を

欠
き
、
理
由
が
な
い
も
の
と
し
て
排
斥
さ
れ
る
を
免

れ
な
い
。

2

本
件
石
が
も
と
も
と
本
件
事
故
現
場
道
路
上
に
放
置

さ
れ
て
い
た
も
の
で
、
被
害
者
の
先
行
車
両
が
こ
れ
を

ダ
ブ
ル
タ
イ
ヤ
に
挟
み
込
ん
だ
直
後
被
害
者
の
運
転
席

に
跳
ね
飛
ば
し
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
当
裁
判
所

は
、
以
下
に
述
べ
る
理
由
に
よ
り
、
被
告
国
の
本
件
道

路
の
管
理
に
瑕
疵
が
あ
っ
た
と
は
い
え
ず
、
原
告
ら
の

こ
の
点
に
関
す
る
主
張
の
理
由
が
な
い
も
の
と
判
断
す

る
o

①
証
拠

(略
)
に
よ
れ
ば
、
被
告
国
は
、
前
記
国
道

一
人
号
の
う
ち
本
件
事
故
現
場
道
路
を
含
む
新
潟
県

内
の
三
七
･
三
踊
の
区
間
に
つ
き
、
そ
の
維
持
、
修

繕
そ
の
他
の
管
理
業
務
を
直
接
行
わ
せ
て
い
た
こ

と
、
本
件
事
故
当
時
、
本
件
道
路
管
理
者
に
よ
る
管

理
は
、
建
設
省
が
定
め
た
道
路
技
術
基
準
及
び
直
轄

維
持
修
繕
実
施
要
領
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
て
お
り
、

巡
回
班
を
編
成
し
、
毎
日

(職
員
が
勤
務
を
要
し
な

い
日
を
除
く
。)
一
回
、
原
則
と
し
て
昼
間
本
件
事

故
現
場
道
路
を
含
む
前
記
担
当
区
間
を
道
路
パ
ト
ロ

ー
ル
カ
ー
に
よ
っ
て
巡
回
さ
せ
、
右
巡
回
は
、
道
路

状
況
、
特
に
路
面
、
路
肩
部
等
の
異
常
の
有
無
、
ま

た
冬
期
に
お
い
て
は
、
路
面
の
積
雪
の
状
況
、
除
雪

及
び
凍
結
防
止
剤
散
布
の
必
要
性
の
有
無
そ
の
他
の

道
路
管
理
上
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
実
施
さ
れ
て
い

た
こ
と
、
こ
と
に
冬
期
に
お
い
て
は
、
本
件
道
路
が

積
雪
の
甚
だ
し
い
地
域
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
道
路
管

理
者
は
前
記
パ
ト
ロ
ー
ル
カ
ー
に
よ
る
巡
回
の
ほ

か
、特
に
夜
間
に
お
け
る
道
路
状
況
の
把
握
の
た
め
、

民
間
業
者
に
委
託
し
て
巡
回
を
さ
せ
て
い
た
が
、
右

民
間
事
業
者
に
よ
る
巡
回
は
、
気
象
状
況
等
に
照
ら

し
て
道
路
管
理
者
が
必
要
と
認
め
る
場
合
に
業
者
に

指
示
を
発
し
て
行
わ
れ
、
業
者
は
右
指
示
を
受
け
た

都
度
直
ち
に
巡
回
を
実
施
し
、
必
要
あ
る
場
合
に
は

除
雪
等
の
作
業
を
行
う
も
の
と
さ
れ
て
い
た
も
の

の
、
右
巡
回
は
、
積
雪
状
況
の
確
認
に
留
ま
ら
ず
、

路
面
の
異
常
の
有
無
、
障
害
物
の
存
否
等
道
路
管
理

上
必
要
な
事
項
に
っ
て
も
実
施
さ
れ
て
い
た
こ
と
、

本
件
事
故
発
生
の
日
の
前
日
で
あ
る
昭
和
五
五
年
二

月
二
一
日
、
道
路
管
理
者
は
道
路
パ
ト
ロ
ー
ル
を
実

施
し
、
同
日
午
前
八
時
三
〇
分
頃
か
ら
午
後
五
時
項

ま
で
本
件
事
故
現
場
道
路
を
含
む
担
当
区
域
を
巡
回

し
た
が
、
そ
の
際
に
は
本
件
事
故
現
場
道
路
上
に
本

件
石
そ
の
他
交
通
上
の
支
障
と
な
る
べ
き
何
ら
の
異

状
も
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
、
ま
た
、
道
路
管
理

者
は
、
同
日
、
前
記
民
間
業
者
に
対
し
、
同
日
午
後

一
〇
時
頃
及
び
翌
二
二
日
早
朝
の
二
回
に
渡
り
本
件

事
故
現
場
道
路
を
含
む
担
当
区
域
の
巡
回
を
実
施
す

る
よ
う
指
示
し
た
と
こ
ろ
、
同
民
間
業
者
は
指
示
に

従
い
そ
の
従
業
員
二
名
に
巡
回
車
に
よ
り
巡
回
さ
せ

た
が
、
本
件
道
路
上
下
面
車
線
共
に
本
件
石
そ
の
他

交
通
上
支
障
と
な
る
べ
き
何
ら
の
異
状
も
認
め
ら
れ



な
か
っ
た
こ
と
、
さ
ら
に
、
本
件
事
故
発
生
前
、
タ

ク
シ
ー
会
社
の
運
転
手
が
本
件
事
故
発
生
前
の
前
日

で
あ
る
二
月
二
一
日
午
後
三

時
四
〇
分
頃
、
本
件

事
故
現
場
道
路
の
下
り
車
線
を
通
過
し
、そ
の
帰
路
、

同
日
午
後
三

時
五
〇
分
頃
、
同
所
の
上
り
車
線
を

通
過
す
る
ほ
か
、
二
社
の
タ
ク
シ
ー
会
社
の
運
転
手

(二
人
)
が
午
前
零
時
三
〇
分
頃
に
上
下
車
線
に
お

い
て
、
い
ず
れ
も
本
件
石
が
道
路
上
に
放
置
さ
れ
て

い
る
の
を
発
見
し
て
い
な
い
。

②
右
事
実
、
特
に
、
道
路
管
理
者
、
民
間
業
者
に
よ

る
巡
回
及
び
タ
ク
シ
ー
運
転
手
ら
に
よ
っ
て
も
、
本

件
事
故
現
場
道
路
上
に
本
件
石
が
放
置
さ
れ
て
い
た

の
を
発
見
し
て
い
な
い
こ
と
に
加
え
て
、
本
件
道
路

は
、
平
坦
な
直
線
の
道
路
で
見
通
し
も
よ
く
、
道
路

の
両
側
に
は
雪
堤
が
あ
り
、
路
面
が
凍
結
し
て
い
た

こ
と
か
ら
、
車
両
の
運
転
者
は
路
面
の
状
況
を
十
分

注
視
し
つ
つ
運
転
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、か
つ
、

そ
う
す
る
こ
と
が
可
能
な
状
況
に
あ
っ
た
と
い
う
べ

き
で
あ
る
か
ら
、
仮
に
右
道
路
上
に
本
件
石
が
存
在

し
て
い
た
と
す
れ
ば
こ
れ
を
容
易
に
発
見
す
る
こ
と

が
で
き
た
も
の
と
推
認
す
る
こ
と
が
で
き
る

(右
推

認
を
左
右
す
べ
き
確
た
る
証
拠
は
な
い
。)
こ
と
に

照
ら
す
と
、
仮
に
右
道
路
上
に
本
件
石
が
存
在
し
て

い
た
と
し
て
も
、
本
件
石
が
出
現
し
た
時
刻
は
、
前

記
タ
ク
シ
ー
会
社
の
運
転
手
が
右
道
路
の
下
り
車
線

を
通
過
し
た
二
月
二
二
日
午
前
零
時
三
〇
分
頃
か
ら

本
件
事
故
が
発
生
し
た
同
日
午
前
一
時
一
〇
分
頃
ま

で
の
約
四
〇
分
の
間
の
で
あ
る
と
推
認
す
る
こ
と
が

で
き
、
右
推
認
を
覆
す
に
足
り
る
証
拠
は
な
い
。

③
以
上
の
推
定
事
実
に
照
ら
す
と
、
被
告
国
の
本
件

道
路
の
管
理
体
制
に
は
、
そ
の
通
行
の
安
全
性
の
確

保
に
お
い
て
不
充
分
な
と
こ
ろ
は
な
く
、
仮
に
本
件

石
が
本
件
事
故
現
場
道
路
上
に
放
置
さ
れ
て
い
た
と

し
て
も
、
本
件
石
が
出
現
し
て
か
ら
本
件
事
故
発
生

ま
で
の
時
間
が
僅
か
四
0
分
以
内
と
い
う
短
時
間
で

あ
る
こ
と
か
ら
み
て
、
被
告
国
が
遅
滞
な
く
こ
れ
を

発
見
の
上
除
去
し
、
道
路
を
安
全
良
好
な
状
態
に
復

す
る
こ
と
は
、
お
よ
そ
不
可
能
で
あ
っ
た
も
の
と
い

う
べ
き
で
あ
る
か
ら
、右
の
よ
う
な
状
況
の
下
で
は
、

被
告
国
の
本
件
道
路
の
管
理
に
瑕
疵
が
あ
っ
た
も
の

と
は
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。




